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(57)【要約】
【課題】ヘッドアレイ両端の画像濃度差の上昇を抑えて
ヘッドの繋ぎ目のバンディングを低減することができな
い。
【解決手段】ヘッド１０１Ａは左右端で明度差｜ΔＥａ
｜があり、同様に、ヘッド１０１Ｂは明度差｜ΔＥｂ｜
があり、ヘッド１０１Ｃは明度差｜ΔＥｃ｜があり、ヘ
ッド１０１Ｄは明度差｜ΔＥｄ｜があることから、ヘッ
ド１０１Ａの明度が高い端のノズルとヘッド１０１Ｂの
明度が高い端のノズルが隣接し、ヘッド１０１Ｂの明度
が低い端のノズルとヘッド１０１Ｃの明度が低い端のノ
ズルが隣接し、ヘッド１０１Ｃの明度が高い端のノズル
とヘッド１０１Ｄの明度が高い端のノズルが隣接して、
ヘッド１０１Ａないし１０１Ｄを配置することで、ヘッ
ドアレイ全体での明度差は｜ΔＥｍａｘ｜とする。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液滴を吐出する複数のノズルを配列したノズル列を有する複数のヘッドがノズル配列方
向に千鳥状に配列された少なくとも１つのヘッド列を備える液体吐出ヘッドアレイを備え
た画像形成装置であって、
　前記ヘッドは、前記ノズル列の一端のノズルから吐出される液滴で形成される画像濃度
と他端のノズルから吐出される液滴で形成される画像濃度との間に濃度差があり、
　記録領域に配置される前記ヘッドの全てが、前記濃度が高いノズル同士又は濃度が低い
ノズル同士が隣接して液体吐出ヘッドアレイに配置されている
ことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記記録領域は、液体吐出ヘッドアレイで記録が行われる記録媒体の中で最小の記録媒
体の記録領域であることを特徴とする画像形成装置。
【請求項３】
　隣接する２つのヘッドの繋ぎ目の濃度差が、ＣＩＥＬＡＢ色空間における明度の値で１
．０以内であることを特徴とする請求項１又は２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　少なくとも２列の前記ヘッド列がノズル配列方向と直交する方向に配置され、
　一方のヘッド列における隣り合うヘッドの前記濃度差の関係と、他方のヘッド列におけ
る隣り合うヘッドの前記濃度差の関係が逆である
ことを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の画像形成装置。
【請求項５】
　ノズル列の両端における濃度差が、ＣＩＥＬＡＢ色空間における明度の値で１．５以上
であるヘッドに隣接するヘッドのみが、前記濃度差が、前記明度の値で１．５以上である
ヘッドに対し、前記濃度が高いノズル同士又は濃度が低いノズル同士が隣接する関係で配
置されていることを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載の画像形成装置。
【請求項６】
　異なる色の液滴を吐出させる複数のヘッド列を有し、
　前記異なる色のうちの他の色に対して濃度の高い色の液滴を吐出させるヘッド列は、少
なくとも２つの隣り合う前記ヘッドが、前記ノズル配列方向における濃度が高いノズル同
士又は濃度が低いノズル同士が隣接して配置されている
ことを特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載の画像形成装置。
【請求項７】
　シアン、マゼンタ、イエロー及びブラックの各色の液滴を吐出する４列のヘッド列を有
し、
　ブラック、又は、ブラック及びシアンの液滴を吐出するヘッド列は、少なくとも２つの
隣り合う前記ヘッドが、前記ノズル配列方向における濃度が高いノズル同士又は濃度が低
いノズル同士が隣接して配置されている
ことを特徴とする請求項６に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像形成装置に関し、特に複数のヘッドが配列された液体吐出ヘッドアレイを
備える画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プリンタ、ファクシミリ、複写装置、プロッタ、これらの複合機等の画像形成装置とし
て、例えばインク液滴を吐出する液体吐出ヘッド（液滴吐出ヘッド）からなる記録ヘッド
を用いた液体吐出記録方式の画像形成装置としてインクジェット記録装置などが知られて
いる。この液体吐出記録方式の画像形成装置は、記録ヘッドからインク滴を、搬送される
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用紙（紙に限定するものではなく、ＯＨＰなどを含み、インク滴、その他の液体などが付
着可能なものの意味であり、被記録媒体あるいは記録媒体、記録紙、記録用紙などとも称
される。）に対して吐出して、画像形成（記録、印字、印写、印刷も同義語で使用する。
）を行なうものであり、記録ヘッドが主走査方向に移動しながら液滴を吐出して画像を形
成するシリアル型画像形成装置と、記録ヘッドが移動しない状態で液滴を吐出して画像を
形成するライン型ヘッドを用いるライン型画像形成装置がある。
【０００３】
　なお、本願において、液体吐出記録方式の「画像形成装置」は、紙、糸、繊維、布帛、
皮革、金属、プラスチック、ガラス、木材、セラミックス等の媒体に液体を吐出して画像
形成を行う装置を意味し、また、「画像形成」とは、文字や図形等の意味を持つ画像を媒
体に対して付与することだけでなく、パターン等の意味を持たない画像を媒体に付与する
こと（単に液滴を媒体に着弾させること）をも意味する。また、「インク」とは、インク
と称されるものに限らず、記録液、定着処理液、液体などと称されるものなど、画像形成
を行うことができるすべての液体の総称として用い、例えば、ＤＮＡ試料、レジスト、パ
ターン材料、樹脂なども含まれる。また、「画像」とは平面的なものに限らず、立体的に
形成されたものに付与された画像、また立体自体を三次元的に造形して形成された像も含
まれる。
【０００４】
　ところで、ライン型画像形成装置で使用するライン型ヘッドとして、複数のヘッドをノ
ズル配列方向に千鳥状に配列したヘッド列を備える液体吐出ヘッドアレイ（以下、単に「
ヘッドアレイ」という。）が使用される。このようなヘッドアレイにおいて、個々のヘッ
ドの組み付けコストを抑えるために、繋ぎ合わせるそれぞれのヘッド自体も長尺化が図ら
れている。
【０００５】
　しかしながら、ヘッドの長尺化を進めると、各ヘッドで印写する画像濃度のヘッド内分
布においてヘッド両端の濃度差が大きくなるという新たな問題が生じる。このような濃度
差が生じる要因としては各ノズルから吐出される液滴の径にムラがあることが挙げられる
。
【０００６】
　すなわち、例えば、図１１（ａ）に示すように、ヘッド１００１のノズルから液滴１０
０２を吐出したとき、ノズル列の一端から他端にかけて液滴１００２の径にムラが発生し
、例えば、同図（ｂ）に示すように、一端のノズルから吐出された液滴１００２の径Ｄ１
と、他端のノズルから吐出された液滴１００２の径Ｄ２との間で、Ｄ１＞Ｄ２となる。こ
の結果、例えば、図１２に示すようにヘッド内のノズル位置によって当該ノズルから吐出
された液滴によって形成される画像（ドット）の明度が異なる。
【０００７】
　なお、このような１つのヘッド内における明度差（これを「濃度差」ともいう。）の問
題は、ヘッドの長尺化によって、ヘッド内公差の積み上げ値が大きくなるため、ヘッド内
の各部品の接合等にずれが生じることが要因の１つである。
【０００８】
　そして、ヘッドアレイでは、上述したようにノズル配列方向の両端で濃度の異なる複数
のヘッドを組み合わせて用いるため、ヘッド間の繋ぎ目で濃度が異なりバンディングが発
生し、画質が低下することになる。
【０００９】
　そこで、従来、ヘッドアレイに隣接して組み込まれるヘッドごとの濃度の差によるバン
ディングの発生を防ぐために、ヘッドの繋ぎ目の濃度を合わせるように駆動電圧を調整す
ること（電圧補正という。）が一般的に行われている。
【００１０】
　例えば、３個のヘッドを使用して上記電圧補正を行う例について図１３及び図１４を参
照して説明する。
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　この例では、３個のヘッドＡ、Ｂ、Ｃは、それぞれノズル配列方向（ノズル列方向とも
いう。）で図１３に示すような明度勾配（これを「濃度勾配」という。）を有している。
このとき、隣り合うヘッドＡとＢ、ＢとＣの配置において、ヘッドＡの明度が高い端とヘ
ッドＢの明度が低い端、ヘッドＢの明度が高い端とヘッドＣの明度が低い端が隣接した場
合、ヘッドの繋ぎ目では明度差はそれぞれΔＥａｂ、ΔＥｂｃとなる。なお、ヘッドアレ
イ全体での明度差はΔＥｍａｘとなる。
【００１１】
　そこで、図１４に示すように、電圧補正を行うことで、ヘッドＡの明度を全体的に下げ
、ヘッドＣの明度を全体的に上げることができ、これによりヘッドの繋ぎ目における明度
差を低減することができる。
【００１２】
　しかしながら、繋ぎ目での明度差は低減できるものの、このような電圧補正では記録領
域全体の濃度差ΔＥｍａｘは逆に大きくなってしまい、画像全体の濃度むらを生じ画質低
下を引き起こす。
【００１３】
　この場合、ヘッドの両端に濃度差がないヘッドを選別して使用し、さらに電圧補正を行
うことで、ヘッドアレイ両端の濃度差を抑えることはできるが、この方法では選別から漏
れたヘッドを製品に使用できないため、ヘッドアレイ製造時の歩留まりが低下することで
製造コストが高くなるという問題が生じる。更にヘッドの長尺化が進むと、選別から漏れ
るヘッドが増え、製造コストは一段と上昇してしまうことになる。
【００１４】
　そこで、従前、印字ヘッドを構成する複数のノズルモジュールのうち、ドット印字精度
が最も良好なノズルモジュールをバンディング現象が目立ちやすく、かつ他のインクを組
み合わせて得られるブラックなどの特定色用のノズルモジュールとして利用すると共に、
その特定色が最大限利用されるように色使用比率を調整することで、バンディング現象に
よる白スジや濃いスジが解消または殆ど目立たなくするものが知られている（特許文献１
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】特開２００６－２９７７３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　上述した特許文献１に開示に構成にあっては、バンディングをより目立たなくすること
はできるものの、上記構成を適用するためには、ヘッド内の印写濃度が均一で、左右端（
ノズル配列方向両端）の濃度に差がないヘッドを、ある程度の割合で確保しなければなら
ない。そして、例えば、ＣＭＹＫの４色のインクを用いる画像形成装置の場合は４分の１
以上、モノクロ画像形成装置など、１種類の液体しか吐出しないが造形性装置の場合は、
全てのヘッドが左右端濃度差の無いものでなくてはならなくなる。さらに、上記構成にあ
っては、特定の色についてのみヘッドアレイ両端の濃度差を小さくすることはできるが、
その色があまり使用されない画像ではヘッドアレイ両端の濃度差が大きくなってしまうと
いう課題がある。
【００１７】
　本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、ヘッドアレイ両端の画像濃度差を大
きくすることなく、ヘッドの繋ぎ目のバンディングを低減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記の課題を解決するために、本発明に係る液体吐出ヘッドアレイは、
　液滴を吐出する複数のノズルを配列したノズル列を有する複数のヘッドがノズル配列方
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向に千鳥状に配列された少なくとも１つのヘッド列を備える液体吐出ヘッドアレイを備え
た画像形成装置であって、
　前記ヘッドは、前記ノズル列の一端のノズルから吐出される液滴で形成される画像濃度
と他端のノズルから吐出される液滴で形成される画像濃度との間に濃度差があり、
　記録領域に配置される前記ヘッドの全てが、前記濃度が高いノズル同士又は濃度が低い
ノズル同士が隣接して液体吐出ヘッドアレイに配置されている
構成とした。
【００１９】
　ここで、前記記録領域は、液体吐出ヘッドアレイで記録が行われる記録媒体の中で最小
の記録媒体の記録領域である構成とできる。
【００２０】
　また、隣接する２つのヘッドの繋ぎ目の濃度差が、ＣＩＥＬＡＢ色空間における明度の
値で１．０以内である構成とできる。
【００２１】
　また、少なくとも２列の前記ヘッド列がノズル配列方向と直交する方向に配置され、
　一方のヘッド列における隣り合うヘッドの前記濃度差の関係と、他方のヘッド列におけ
る隣り合うヘッドの前記濃度差の関係が逆である
構成とできる。
【００２２】
　また、ノズル列の両端における濃度差が、ＣＩＥＬＡＢ色空間における明度の値で１．
５以上であるヘッドに隣接するヘッドのみが、前記濃度差が、前記明度の値で１．５以上
であるヘッドに対し、前記濃度が高いノズル同士又は濃度が低いノズル同士が隣接する関
係で配置されている構成とできる。
【００２３】
　また、異なる色の液滴を吐出させる複数のヘッド列を有し、
　前記異なる色のうちの他の色に対して濃度の高い色の液滴を吐出させるヘッド列は、少
なくとも２つの隣り合う前記ヘッドが、前記ノズル配列方向における濃度が高いノズル同
士又は濃度が低いノズル同士が隣接して配置されている
構成とできる。
【００２４】
　また、シアン、マゼンタ、イエロー及びブラックの各色の液滴を吐出する４列のヘッド
列を有し、
　ブラック、又は、ブラック及びシアンの液滴を吐出するヘッド列は、少なくとも２つの
隣り合う前記ヘッドが、前記ノズル配列方向における濃度が高いノズル同士又は濃度が低
いノズル同士が隣接して配置されている
構成とできる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明に係る画像形成装置によれば、ヘッドは、ノズル列の一端のノズルから吐出され
る液滴で形成される画像濃度と他端のノズルから吐出される液滴で形成される画像濃度と
の間に濃度差があり、記録領域に配置されるヘッドの全てが、濃度が高いノズル同士又は
濃度が低いノズル同士が隣接して液体吐出ヘッドアレイに配置されている構成としたので
、ヘッドアレイ両端の画像濃度差の上昇を抑えてヘッドの繋ぎ目のバンディングを低減す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の第１実施形態におけるヘッドアレイの平面説明図である。
【図２】（ａ）は１つのヘッドの平面説明図、（ｂ）は同じく正面説明図である。
【図３】同じく図２（ａ）のＡ－Ａ線に沿う液室長手方向（ノズル配列方向と直交する方
向）に沿う断面説明図である。
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【図４】同実施形態のノズル列方向の位置と明度の関係を説明する説明図である。
【図５】本発明の第２実施形態のノズル列方向の位置と明度の関係を説明する説明図であ
る。
【図６】本発明の第３実施形態におけるヘッドアレイの平面説明図である。
【図７】同実施形態のノズル列方向の位置と明度の関係を説明する説明図である。
【図８】本発明の第４実施形態のノズル列方向の位置と明度の関係を説明する説明図であ
る。
【図９】本発明の第７実施形態のノズル列方向の位置と明度の関係を説明する説明図であ
る。
【図１０】本発明に係る画像形成装置の全体構成の一例を示す概略構成図である。
【図１１】ヘッド内明度分布の説明に供するヘッドから吐出される液滴の径の変化を示す
説明図である。
【図１２】ヘッド内明度分布の一例を説明する説明図である。
【図１３】比較例のノズル列方向の位置と明度の関係を説明する説明図である。
【図１４】同じく電圧補正を行ったときのノズル列方向の位置と明度の関係を説明する説
明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施の形態について添付図面を参照して説明する。まず、本発明の第１
実施形態におけるヘッドアレイについて図１を参照して説明する。なお、図１は同ヘッド
アレイの平面説明図である。
　このヘッドアレイ１００は、複数のヘッド１０１Ａ～１０１Ｄ（区別しないときは、「
ヘッド１０１」という。）をノズル配列方向に千鳥状に配列したヘッド列を備えている。
ヘッド１０１は、液滴を吐出する複数のノズル４を配列したノズル列１０２ａ、１０２ｂ
（全体として「ノズル列１０２」という。）を有している。
【００２８】
　ここで、１つのヘッドの一例について図２及び図３を参照して説明する。なお、図１（
ａ）は同ヘッドの平面説明図、（ｂ）は同じく正面説明図、図３は同じく図２（ａ）のＡ
－Ａ線に沿う液室長手方向（ノズル配列方向と直交する方向）に沿う断面説明図である。
　ヘッド１０１は、流路部材（液室基板）１と、この流路部材１の下面に接合した振動板
部材２と、流路部材１の上面に接合したノズル板３とを有し、これらによって液滴を吐出
するノズル４が連通する個別流路（以下「加圧液室」ともいう。）６を形成し、各加圧液
室６に振動板部材２に設けた連通部９及び流路部材１に形成した連通路１０、流体抵抗部
７を介して共通液室８から液体であるインクを供給する。共通液室８は後述するフレーム
部材１７に形成している。
【００２９】
　ここで、流路部材１は、結晶面方位（１１０）の単結晶シリコン基板を水酸化カリウム
水溶液（ＫＯＨ）などのアルカリ性エッチング液を用いて異方性エッチングすることで各
加圧液室６や流体抵抗部７、連通路１０などの開口、溝を形成している。なお、流路部材
１は、ＳＵＳ基板を、酸性エッチング液を用いてエッチング、あるいは打ち抜きなどの機
械加工することで、各加圧液室６などを形成することもできるし、また、流路部材１とノ
ズル板３或いは振動板部材２とを電鋳で一体形成することもできる。その他感光性樹脂な
どを用いることもできる。
【００３０】
　振動板部材２は、加圧液室６側から第１層２ａ、第２層２ｂ、第３層２ｃの３層構造の
ニッケルプレートで形成したもので、例えば電鋳によって作製している。なお、この振動
板部材２は、例えば、ポリイミドなどの樹脂部材とＳＵＳ基板などの金属プレートとの積
層部材、或いは、樹脂部材から形成したものなどを用いることもできる。
【００３１】
　ノズル板３は、各加圧液室６に対応して多数のノズル４を形成し、流路部材１に接着剤
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接合している。このノズル板３としては、ステンレス、ニッケルなどの金属、ポリイミド
樹脂フィルムなどの樹脂、シリコン、及びそれらの組み合わせからなるものを用いること
ができる。また、ノズル４の内部形状（内側形状）は、ホーン形状（略円柱形状又は略円
錘台形状でもよい。）に形成し、このノズル４の穴径はインク滴出口側の直径で約１４～
３５μｍとしている。
【００３２】
　また、ノズル板３のノズル面（吐出方向の表面：吐出面）には、図示しない撥水性の表
面処理を施した撥水処理層を設けている。撥水処理層としては、例えば、ＰＴＦＥ－Ｎｉ
共析メッキやフッ素樹脂の電着塗装、蒸発性のあるフッ素樹脂（例えばフッ化ピッチなど
）を蒸着コートしたもの、シリコン系樹脂・フッ素系樹脂の溶剤塗布後の焼き付け等、イ
ンク物性に応じて選定した撥水処理膜を設けて、記録液の滴形状、飛翔特性を安定化し、
高品位の画像品質を得られるようにしている。
【００３３】
　そして、振動板部材２には、各加圧液室６に対応して第１層２ａで形成した変形可能な
領域であるダイアフラム部（振動領域）２Ａの中央部に第２層２ｂ及び第３層２ｃの積層
構造からなる凸部２Ｂを形成し、この凸部２Ｂに圧力発生手段（アクチュエータ手段）を
構成する積層型の圧電柱（積層型圧電素子柱）１２Ａをそれぞれ接合している。
【００３４】
　複数の圧電柱１２Ａは、１つの圧電部材１２にハーフカットの溝加工（スリット加工）
によって分断することなくことなく櫛歯状に形成したものであり、圧電部材１２は複数個
の圧電柱１２Ａの並び方向（ノズル配列方向）に沿ってベース部材１３上に固定配置して
いる。この場合、１列に並ぶ複数の圧電柱は、交互に駆動する駆動圧電柱１２Ａと単なる
支柱部となる駆動されない図示しない非駆動圧電柱となる。支柱部となる非駆動圧電柱１
２Ｂは液室間隔壁部に対応する部分に接合される。
【００３５】
　圧電部材１２は、例えば厚さ１０～５０μｍ／１層のチタン酸ジルコン酸鉛（ＰＺＴ）
の圧電層と、厚さ数μｍ／１層の銀・パラジューム（ＡｇＰｄ）からなる内部電極層とを
交互に積層したものであり、内部電極を交互に端面の端面電極（外部電極）である個別電
極及び共通電極にそれぞれ電気的に接続したものである。この圧電定数がｄ３３（ｄ３３
は内部電極面に垂直（厚み方向）の伸び縮みを指す。）である圧電柱１２Ａの伸縮により
振動領域２Ａを変位させて液室６を収縮、膨張させるようになっている。圧電柱１２Ａに
駆動信号が印加され充電が行われると伸長し、また圧電柱１２Ａに充電された電荷が放電
すると反対方向に収縮する。
【００３６】
　なお、圧電部材１２の圧電方向としてｄ３３方向の変位を用いて加圧液室６内インクを
加圧する構成とすることも、圧電部材１２の圧電方向としてｄ３１方向の変位を用いて加
圧液室６内インクを加圧する構成とすることもできる。本実施形態ではｄ３３方向の変位
を用いた構成をとっている。
【００３７】
　ベース部材１３は金属材料で形成することが好ましい。ベース部材１３の材質（材料）
が金属であれば、圧電素子部材１２の自己発熱による蓄熱を防止することができる。
【００３８】
　さらに、振動板部材２の周囲にはフレーム部材１７を接着剤で接合している。そして、
このフレーム部材１７には各液室６に液体を供給する共通液室８を形成している。この共
通液室８から振動板部材２に形成した連通部９を介して液室６に液体が供給される。なお
、フレーム部材１７には共通液室８に外部から記録液を供給するための記録液供給口も形
成される。
【００３９】
　この共通液室８は、加圧液室６の並び方向（ノズル配列方向、これを「共通液室長手方
向」ともいう。）に平面形状で長方形状に形成している。そして、この共通液室８を形成
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する壁面の中で、少なくとも一つの壁面は、振動板部材２の第１層２ａで形成することに
より、フレーム部材１７で形成される他の壁面よりも剛性が低いダンパ部材２０としてい
る。 
【００４０】
　なお、ダンパ部材２０は１層ではなく２層としても良いし、あるいはダンパ部材２０の
みを振動板部材２と異なる材料で構成しても良い。また、ダンパ部材２０は例えば金属Ｎ
ｉのような気体の透過性が低い素材で構成されていることが好ましいが、樹脂膜等で形成
されていてもかまわない。
【００４１】
　このように構成したヘッドにおいては、例えば圧電部材１２の圧電柱１２Ａに印加する
電圧を基準電位から下げることによって圧電柱１２Ａが収縮し、振動板部材２が下降して
加圧液室６の容積が膨張することで、加圧液室６内にインクが流入し、その後圧電柱１２
Ａに印加する電圧を上げて圧電柱１２Ａを積層方向に伸長させ、振動板部材２をノズル４
方向に変形させて加圧液室６の容積を収縮させることにより、加圧液室６内のインクが加
圧され、ノズル４からインク滴が吐出（噴射）される。
【００４２】
　そして、圧電柱１２Ａに印加する電圧を基準電位に戻すことによって振動板部材２が初
期位置に復元し、加圧液室６が膨張して負圧が発生するので、このとき、共通液室８から
加圧液室６内にインクが充填される。そこで、ノズル４のメニスカス面の振動が減衰して
安定した後、次の液滴吐出のための動作に移行する。
【００４３】
　なお、このヘッドの駆動方法については上記の例（引き－押し打ち）に限るものではな
く、駆動波形の与えた方によって引き打ちや押し打ちなどを行うこともできる。引き打ち
とは、基準電位から電位を下げて圧電素子を収縮させて加圧液室の内容積を増加し後電位
を基準電位まで戻すことによって振動板を初期位置に復帰させて液滴を吐出させる打ち方
、押し打ちとは基準電位から電位を上げて振動板を加圧液室側に押し込むことで液滴を吐
出させる打ち方である。
【００４４】
　次に、本実施形態におけるヘッドアレイ１００における各ヘッド１０１Ａ～１０１Ｄの
濃度勾配（明度勾配）とヘッド配置について図４を参照して説明する。なお、図４はノズ
ル列方向の位置と明度の関係を説明する説明図である。
【００４５】
　４つのヘッド１０１Ａ～１０１Ｄは、同一の液体を充填して均一な画像チャートを印写
したとき、ノズル配列方向において、ノズル列１０２の一端のノズル４から吐出される液
滴で形成される画像の濃度と他端のノズル４から吐出される液滴で形成される画像の濃度
との間に濃度差（以下、「明度差」という。）があり、例えば、ノズル列１０２を構成す
るすべてのノズル４について見たとき、それぞれ、図４に示すような明度勾配（濃度勾配
）がある。
【００４６】
　すなわち、ヘッド１０１Ａは左右端（ノズル配列方向の一端と他端の意味）で明度差｜
ΔＥａ｜があり、同様に、ヘッド１０１Ｂは明度差｜ΔＥｂ｜があり、ヘッド１０１Ｃは
明度差｜ΔＥｃ｜があり、ヘッド１０１Ｄは明度差｜ΔＥｄ｜がある。そこで、ヘッド１
０１Ａの明度が高い端のノズルとヘッド１０１Ｂの明度が高い端のノズルが隣接し、ヘッ
ド１０１Ｂの明度が低い端のノズルとヘッド１０１Ｃの明度が低い端のノズルが隣接し、
ヘッド１０１Ｃの明度が高い端のノズルとヘッド１０１Ｄの明度が高い端のノズルが隣接
して、ヘッド１０１Ａないし１０１Ｄを配置している。これにより、ヘッドアレイ全体で
の明度差は｜ΔＥｍａｘ｜となる。
【００４７】
　なお、本実施形態における明度差は、分光光度計を用いて測定し、CIELAB色空間におけ
る明度の値をもとに算出するものとする。なお、前記明度差は上記以外の方法で算出して
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もよく、例えばヘッドから吐出されたインクによって形成された画像のドットの大きさや
、インク付着面積を測定し、それを前記明度に換算することで行っても良いし、用紙上に
形成された画像を確認することなく、ヘッドから吐出されたインク滴の大きさを直接観測
することで行ってもよい。
【００４８】
　このように構成することでヘッド繋ぎ目の明度差ΔＥａｂ、ΔＥｂｃ、ΔＥｃｄを小さ
くすることができ、繋ぎ目でのバンディングを抑制することができる。また明度差｜ΔＥ
ｍａｘ｜も通常のランダムな配置と変わらず、図１４に示した従来構成のように明度差｜
ΔＥｍａｘ｜が大きくなることはない。
【００４９】
　この場合、ヘッド１０１Ａ、１０１Ｂとして、明度勾配が略同じヘッドを、ヘッド１０
１Ｃ、１０１Ｄとして明度勾配が略同じヘッドを選択して、配置することによって、ヘッ
ドをランダムに選択して組み付けた場合と比較して、ヘッドアレイ全体の最大明度差｜Δ
Ｅｍａｘ｜を効果的に小さくすることもできる。
【００５０】
　また、このヘッドアレイを駆動するときには、ノズル配列方向に隣接する２つのヘッド
の繋ぎ目の濃度差が、ＣＩＥＬＡＢ色空間における明度の値で１、０以内になるように、
つまり、図４のΔＥａｂ、ΔＥｂｃ、ΔＥｃｄがそれぞれ１．０以内になるように、各ヘ
ッド１０１Ａないし１０１Ｄの駆動電圧を調整することが好ましい。
【００５１】
　このように、ヘッドは、ノズル列の一端のノズルから吐出される液滴で形成されるドッ
トの濃度と他端のノズルから吐出される液滴で形成されるドットの濃度との間に濃度差が
あり、ヘッド列は、隣り合うヘッドが、濃度が高いノズル同士又は濃度が低いノズル同士
が隣接して配置されている構成とすることで、ヘッドアレイ全体のノズル配列方向におけ
る濃度差の上昇を抑えてヘッドの繋ぎ目のバンディングを低減して、画像品質を向上する
ことができる。
【００５２】
　また、ノズル配列方向（左右端）濃度差の観点からヘッドの使用可否の選別を行う必要
がなくなり、ヘッドアレイの製造上の歩留まりが向上し、ヘッドアレイの製造コストを低
減することができる。
【００５３】
　この場合、ノズル配列方向に隣接する２つのヘッドの繋ぎ目の濃度差が、ＣＩＥＬＡＢ
色空間における明度の値で１、０以内になるように各ヘッド１０１Ａないし１０１Ｄの駆
動電圧を調整することで、隣接ヘッド間の吐出特性の差による画像濃度の差が人の目で認
識されにくくなる。また、図１４に示した従来構成ではバンディング解消のための電圧補
正により明度差｜ΔＥｍａｘ｜は逆に大きくなってしまったが、本実施形態では明度差｜
ΔＥｍａｘ｜はむしろ小さくなる。これにより、バンディング解消とともにヘッドアレイ
両端の濃度差を低減することができ、出力される画像のノズル配列方向における濃度ムラ
が目立ちにくくなる。
【００５４】
　また、隣接する各ヘッドの濃度勾配が同じである構成とすることで、隣りのヘッドのヘ
ッド内濃度勾配をより効果的に打ち消しあうことができ、出力される画像のノズル配列方
向の濃度ムラをより効果的に低減することができる。
【００５５】
　次に、上述したヘッドアレイを製作するために印写検査方法について説明する。
　印写検査では、ヘッドアレイに組み込むヘッドの組み合わせ方と、各ヘッドの駆動時に
適用する駆動電圧値を設定する。印写検査では、全ヘッドに共通の三段階の電圧倍率で各
ヘッドの左右端の濃度値を測定し、記録する。また、得られた結果からヘッド左右端の濃
度傾きが右肩上がり、右肩下がりのどちらであるかを判断し、選別を行う。このとき、最
大明度差｜ΔＥｍａｘ｜をより低減するために、各ヘッドの左右端の濃度差の大きさのラ
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ンク分けも行う。ランクはヘッド左右端の濃度差が、明度換算で０．５ごとに区切られる
ように設定し、各ヘッドに濃度差ランクとしてランク値を付与して管理する。これにより
、各ヘッドは、右端の濃度値、左端の濃度値、駆動電圧を変化させた際の濃度の変動率、
ヘッド内濃度傾きの向き、濃度差ランク、の５つの情報で管理される。
【００５６】
　そこで、まず、ランク値が同じで濃度傾きが逆になっているヘッドを２個ずつ２組選別
し、それを組となったヘッドが隣接するようにアレイ化する（組み付ける）。そして、隣
り合うヘッドの各端部の明度差が全て１．０以下になるように、個別のヘッドの駆動電圧
値を設定する。
【００５７】
　なお、本実施形態では、１列のヘッド列（千鳥配置された全体のヘッド列の意味）を有
するヘッドアレイについて説明したが、複数列のヘッド列を有する場合には、それぞれの
ヘッド列について上述した印写検査を行えばよい。また、本実施形態では、ヘッドの数が
４個の例で説明しているが、他の数でもよく、ヘッドの数が奇数の場合には、濃度差ラン
クによる補正はヘッドの数から「１」を引いた数のヘッドについてだけ行えばよい。
【００５８】
　また、印写検査の方法は、同一の画像チャートを同一条件で印写し、分光測色系を用い
てＣＭＹＫの各色のいずれか大きな値の濃度や、明度を測定することで行う。しかし、測
定をより精密に行うために、高倍率のＣＣＤカメラ等を用いてドット径を測定してその値
を明度値に近似的に変換することで行ってもいいし、ＣＣＤカメラで得られた画像を２値
化して、黒と白のデータの比を明度値に近似的に変換することで行ってもいい。なお、前
記濃度と明度、カメラによる画像の二値化データについては、同一色インクを使用する場
合は強い相関関係を持つものであり、ドット径についても、印刷されたドット形状がきれ
いな円形を保てる限り、前記明度、濃度と強い相関関係を持つため、濃度、明度、ドット
径、二値化データが表す画像特性を、まとめて「濃度」と表現する。
【００５９】
　また、補正に必要な前記左右端の濃度値は、１ノズル単位の細かな吐出特性のばらつき
の影響を受けない範囲で、できる限りヘッドの最も端に近い位置だけを用いて測定ができ
ることが好ましい。ただし、ヘッドの繋ぎ合わせにあたり、隣接するヘッドのノズル列に
オーバーラップするノズルを設ける場合は、オーバーラップしていないヘッド内両端の部
分が濃度の測定範囲に含まれていればよく、ヘッドの厳密な両端が測定範囲に含まれてい
る必要はない。
【００６０】
　次に、本発明の第２実施形態について図５を参照して説明する。なお、図５は同実施形
態のノズル列方向の位置と明度の関係を説明する説明図である。
　本実施形態では、最小の記録媒体の幅である２ヘッド分だけ、ヘッド内濃度傾きが逆向
きになるようにヘッド１０１Ａ～ヘッド１０１Ｆが組み合わされている。これにより、少
なくとも最小サイズの用紙に対する印字に関しては、出力される画像のノズル配列方向に
おける濃度ムラを｜ΔＥｍａｘ´｜に低減することができる。
【００６１】
　ここでは、６つのヘッド１０１Ａ～ヘッド１０１Ｆのうち中央の４つのヘッド１０１Ｂ
～１０１Ｅだけを、濃度傾きが逆向きになるように配置しているが、全体の幅はより大き
くてもよく、ヘッドの数も多くても良い。また、その中で濃度勾配の傾きが逆向きになる
ように配置されるヘッドの数も最小の記録媒体の幅とヘッドの１つ当たりの長さに応じて
任意の値を取ることができる。また、通紙が中央でない場合は、濃度傾きが逆向きになる
ように配置されるヘッドの位置も、中央でなく、左右どちらかに寄っていても良い。
【００６２】
　一般的に画像を記録する最小サイズの用紙はハガキであることが多く、写真等の高画質
記録が求められることが多い。このため、この記録領域だけに上記の通りヘッドを配置す
ることでハガキに対しては高画質の記録が可能とし、画像形成装置全体としてのヘッド選
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別等の製造コストを抑えることができる。
【００６３】
　次に、本発明の第３実施形態について図６及び図７を参照して説明する。なお、図６は
同実施形態におけるヘッドアレイの平面説明図、図７は同実施形態のノズル列方向の位置
と明度の関係を説明する説明図である。
　このヘッドアレイ１００は、複数のヘッド１０１Ａ１～１０１Ｄ１をノズル配列方向に
千鳥状に配列した第１ヘッド列１１１と、複数のヘッド１０１Ａ２～１０１Ｄ２をノズル
配列方向に千鳥状に配列した第２ヘッド列１１２と、被記録媒体送り方向（ノズル配列方
向と直交する方向）に配置したものである。ここで、第１ヘッド列１１１の各ヘッド１０
１と第２ヘッド列１１２の各ヘッド１０１は、主走査方向と同じ位置に配置されている。
【００６４】
　第１ヘッド列１１１の４つのヘッド１０１Ａ１～１０１Ｄ１は、同一の液体を充填して
均一な画像チャートを印写したとき、ノズル配列方向において、ノズル列１０２の一端の
ノズル４から吐出される液滴で形成されるドットの濃度と他端のノズル４から吐出される
液滴で形成されるドットの濃度との間に濃度差（明度差）があり、例えば、ノズル列１０
２を構成するすべてのノズル４について見たとき、それぞれ、図７に示すような明度勾配
（濃度勾配）がある。
【００６５】
　そして、ヘッド１０１Ａ１の明度が高い端のノズルとヘッド１０１Ｂ１の明度が高い端
のノズルが隣接し、ヘッド１０１Ｂ１の明度が低い端のノズルとヘッド１０１Ｃ１の明度
が低い端のノズルが隣接し、ヘッド１０１Ｃ１の明度が高い端のノズルとヘッド１０１Ｄ
１の明度が高い端のノズルが隣接して、ヘッド１０１Ａ１ないし１０１Ｄ１を配置してい
る。
【００６６】
　また、第２ヘッド列１１２の４つのヘッド１０１Ａ２～１０１Ｄ２も、同一の液体を充
填して均一な画像チャートを印写したとき、ノズル配列方向において、ノズル列１０２の
一端のノズル４から吐出される液滴で形成されるドットの濃度と他端のノズル４から吐出
される液滴で形成されるドットの濃度との間に濃度差（明度差）があり、例えば、ノズル
列１０２を構成するすべてのノズル４について見たとき、それぞれ、図７に示すような明
度勾配（濃度勾配）がある。
【００６７】
　そして、ヘッド１０１Ａ２の明度が低い端のノズルとヘッド１０１Ｂ２の明度が低い端
のノズルが隣接し、ヘッド１０１Ｂ２の明度が高い端のノズルとヘッド１０１Ｃ２の明度
が高い端のノズルが隣接し、ヘッド１０１Ｃ２の明度が低い端のノズルとヘッド１０１Ｄ
２の明度が低い端のノズルが隣接して、ヘッド１０１Ａ２ないし１０１Ｄ２を配置してい
る。
【００６８】
　つまり、第１ヘッド列１１１と第２ヘッド列１１２との間では、ノズル配列方向で同じ
位置にあるヘッドは、ヘッド内濃度勾配の傾きの方向が逆になる関係で、各ヘッド１０１
Ａ１～１０１Ｄ１、１０１Ａ２～１０１Ｄ２を配置している。
【００６９】
　これにより、第１ヘッド列１１１の各ヘッド１０１Ａ１～１０１Ｄ１と第２ヘッド列１
１２の各ヘッド１０１Ａ２～１０１Ｄ２とで同じ種類のインク（液体）を吐出して同じ位
置に印写する（重ね打ちをする）ときでも、両端の濃度差を打ち消すことができるため、
ヘッドアレイ全体の濃度ばらつきを小さくすることができる。
【００７０】
　次に、本発明の第４実施形態について図８を参照して説明する。なお、図８は同実施形
態のノズル列方向の位置と明度の関係を説明する説明図である。
　本実施形態のヘッド配置（濃度勾配の方向を除く）は図６と同じである。つまり、４個
のヘッド１０１Ａ１～１０１Ｄ１からなる第１ヘッド列１１１と、４個のヘッド１０１Ａ
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２～１０１Ｄ２からなる第２ヘッド列１１２とを備えている。
【００７１】
　そして、第１ヘッド列１１１については、前記第３実施形態と同様に、ヘッド１０１Ａ
１の明度が高い端のノズルとヘッド１０１Ｂ１の明度が高い端のノズルが隣接し、ヘッド
１０１Ｂ１の明度が低い端のノズルとヘッド１０１Ｃ１の明度が低い端のノズルが隣接し
、ヘッド１０１Ｃ１の明度が高い端のノズルとヘッド１０１Ｄ１の明度が高い端のノズル
が隣接して、ヘッド１０１Ａ１ないし１０１Ｄ１を配置している。
【００７２】
　一方、第２ヘッド列１１２については、ヘッド１０１Ａ２の明度が高い端のノズルとヘ
ッド１０１Ｂ２の明度が低い端のノズルが隣接し、ヘッド１０１Ｂ２の明度が高い端のノ
ズルとヘッド１０１Ｃ２の明度が低い端のノズルが隣接し、ヘッド１０１Ｃ２の明度が高
い端のノズルとヘッド１０１Ｄ２の明度が高い端のノズルが隣接して、ヘッド１０１Ａ２
ないし１０１Ｄ２を配置している。
【００７３】
　そして、本実施形態では、第１ヘッド列１１１の各ヘッド１０１Ａ１～１０１Ｄ１では
ブラックのインクを吐出させ、第２ヘッド列１１２の各ヘッド１０１Ａ２～１０１Ｄ２で
はマゼンタのインクを吐出させている。つまり、最も濃度の高いブラックのインクだけに
ついて、隣接する各ヘッドの濃度傾きが逆向きになるように配置されている。一方、マゼ
ンタのインクについては、同じ吐出特性を持つヘッドから出力した画像でも、吐出するイ
ンクの濃度が薄いと、その明度差が認識されにくくなることから、隣接する各ヘッドの特
に濃度傾きが逆向きになるように配置していない。
【００７４】
　これにより、ヘッドアレイを生産するときのヘッドの選別、歩留まり低下によるコスト
をさらに低減しながら、出力される画像のノズル配列方向における濃度ムラを効果的に低
減することができる。
【００７５】
　次に、本発明の第５実施形態について説明する。
　本実施形態では、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの各色の液滴を吐出させる４
列のヘッド列を有し、最も濃度の高いブラックの液滴を吐出するヘッド列、及び、シアン
の液滴を吐出するヘッド列について、前記第１実施形態と同様なヘッド配置としている。
【００７６】
　次に、本発明の第６実施形態について説明する。
　本実施形態では、明細書や決められたパターンの印刷などに用いられるヘッドアレイで
あって、特に消費量が多い色の液滴を吐出するヘッド列についてのみ、前記第１実施形態
と同様なヘッド配置としている。
【００７７】
　これらの第４ないし第６実施形態は、いずれも、人の目に付きやすい画像を形成するヘ
ッド列についてのみ、ヘッドの選別と並べ替えを行うことで、コストをさらに低く抑えな
がら出力される画像のノズル配列方向における濃度ムラを効果的に低減することができる
。
【００７８】
　次に、本発明の第７実施形態について図９を参照して説明する。なお、図９は同実施形
態のノズル列方向の位置と明度の関係を説明する説明図である。
　本実施形態では、前記第１実施形態と同様に、ヘッド１０１Ａ～ヘッド１０１Ｄを配列
したヘッド列を有している。そして、各ヘッド１０１Ａ～ヘッド１０１Ｄのそれぞれの濃
度勾配における濃度差は、｜ΔＥａ｜＞１．５、｜ΔＥｂ｜＞１．５であり、｜ΔＥｃ｜
＜１．５、｜ΔＥｄ｜＜１．５であるとする。
【００７９】
　ここで、ヘッド左右端の濃度差が１．５より大きいヘッドであるヘッド１０１Ａとヘッ
ド１０１Ｂと、それらのヘッドに隣接しているヘッドＣだけが、隣接する各ヘッドの濃度
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傾きが逆向きになるように配置されている。
【００８０】
　このように構成にすることで、厳密にヘッドの左右端の濃度が右肩上がりのヘッド、右
肩下がりのヘッドを同数用意することなく本発明を適用することができ、ヘッドの左右端
の濃度傾きに、例えば右肩下がりが多いというように偏りがある場合でも、より多くのヘ
ッドを製品に組み込むことができるため、コストを下げながら画像品質を向上させること
ができる。
【００８１】
　次に、本発明に係る画像形成装置の全体構成の一例について図１０を参照して説明する
。なお、図１０は同画像形成装置の概略構成図である。
　この画像形成装置は、ライン型画像形成装置であり、装置本体４０１の内部に画像形成
部４０２等を有し、装置本体４０１の下方側に多数枚の記録媒体（用紙）４０３を積載可
能な給紙トレイ４０４を備え、この給紙トレイ４０４から給紙される用紙４０３を取り込
み、搬送機構４０５によって用紙４０３を搬送しながら画像形成部４０２によって所要の
画像を記録した後、装置本体４０１の側方に装着された排紙トレイ４０６に用紙４０３を
排紙する。
【００８２】
　また、装置本体４０１に対して着脱可能な両面ユニット４０７を備え、両面印刷を行う
ときには、一面（表面）印刷終了後、搬送機構４０５によって用紙４０３を逆方向に搬送
しながら両面ユニット４０７内に取り込み、反転させて他面（裏面）を印刷可能面として
再度搬送機構４０５に送り込み、他面（裏面）印刷終了後排紙トレイ４０６に用紙４０３
を排紙する。
【００８３】
　ここで、画像形成部４０２は、例えばブラック（Ｋ）、シアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）
、イエロー（Ｙ）の各色の液滴を吐出する、フルライン型の４個の本発明に係る液体吐出
ヘッドアレイで構成した記録ヘッド４１１ｋ、４１１ｃ、４１１ｍ、４１１ｙ（色を区別
しないときには「記録ヘッド４１１」という。）を備え、各記録ヘッド４１１は液滴を吐
出するノズルを形成したノズル面を下方に向けてヘッドホルダ４１３に装着している。
【００８４】
　また、各記録ヘッド４１１に対応してヘッドの性能を維持回復するための維持回復機構
４１２ｋ、４１２ｃ、４１２ｍ、４１２ｙ（色を区別しないときには「維持回復機構４１
２」という。）を備え、パージ処理、ワイピング処理などのヘッドの性能維持動作時には
、記録ヘッド４１１と維持回復機構４１２とを相対的に移動させて、記録ヘッド４１１の
ノズル面に維持回復機構４１２を構成するキャッピング部材などを対向させる。
【００８５】
　なお、ここでは、記録ヘッド４１１は、用紙搬送方向上流側から、ブランク、シアン、
マゼンタ、イエローの順に各色の液滴を吐出する配置としているが、配置及び色数はこれ
に限るものではない。また、ライン型ヘッドとしては、各色の液滴を吐出する複数のノズ
ル列を所定間隔で設けた１又は複数のヘッドを用いることもできるし、ヘッドとこのヘッ
ドにインクを供給する液体カートリッジを一体とすることも別体とすることもできる。
【００８６】
　給紙トレイ４０４の用紙４０３は、給紙コロ（半月コロ）４２１と図示しない分離パッ
ドによって１枚ずつ分離され装置本体４０１内に給紙され、搬送ガイド部材４２３のガイ
ド面４２３ａに沿ってレジストローラ４２５と搬送ベルト４３３との間に送り込まれ、所
定のタイミングでガイド部材４２６を介して搬送機構４０５の搬送ベルト４３３に送り込
まれる。
【００８７】
　また、搬送ガイド部材４２３には両面ユニット４０７から送り出される用紙４０３を案
内するガイド面４２３ｂも形成されている。更に、両面印刷時に搬送機構４０５から戻さ
れる用紙４０３を両面ユニット４０７に案内するガイド部材４２７も配置している。
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　搬送機構４０５は、駆動ローラである搬送ローラ４３１と従動ローラ４３２との間に掛
け渡した無端状の搬送ベルト４３３と、この搬送ベルト４３３を帯電させるための帯電ロ
ーラ４３４と、画像形成部４０２に対向する部分で搬送ベルト４３３の平面性を維持する
プラテン部材４３５と、搬送ベルト４３３から送り出す用紙４０３を搬送ローラ４３１側
に押し付ける押さえコロ４３６と、その他図示しないが、搬送ベルト４３３に付着したイ
ンクを除去するためのクリーニング手段である多孔質体などからなるクリーニングローラ
などを有している。
【００８９】
　この搬送機構４０５の下流側には、画像が記録された用紙４０３を排紙トレイ４０６に
送り出すための排紙ローラ４３８及び拍車４３９を備えている。
【００９０】
　このように構成した画像形成装置において、搬送ベルト４３３は矢示方向に周回移動し
、高電位の印加電圧が印加される帯電ローラ４３４と接触することで帯電され、この高電
位に帯電した搬送ベルト４３３上に用紙４０３が給送されると、用紙４０３は搬送ベルト
４３３に静電的に吸着される。このようにして、搬送ベルト４３３に強力に吸着した用紙
４０３は反りや凹凸が校正され、高度に平らな面が形成される。
【００９１】
　そして、搬送ベルト４３３を周回させて用紙４０３を移動させ、記録ヘッド４１１から
液滴を吐出することで、用紙４０３上に所要の画像が形成され、画像が記録された用紙４
０３は排紙ローラ４３８によって排紙トレイ４０６に排紙される。
【００９２】
　このように、本発明に係る液体吐出ヘッドアレイを記録ヘッドとして備えることによっ
て、各記録ヘッドのノズル配列方向における両端の濃度差を低減することができ、出力さ
れる画像のノズル配列方向における濃度ムラが目立ちにくくなり、画像品質が向上する。
また、ヘッドアレイの製造コスト低減によって画像形成装置本体のコストも下げることが
できる。
【００９３】
　なお、上記実施形態では、ライン型画像形成装置について説明したが、本発明は２つ以
上のヘッドを繋ぎ合わせたヘッドアレイを記録ヘッドとして搭載するシリアル型画像形成
装置にも適用することができる。
【符号の説明】
【００９４】
　　１００　ヘッドアレイ
　　１０１Ａ～１０１Ｄ、１０１Ａ１～１０１Ｄ１、１０１Ａ２～１０１Ｄ２　ヘッド
　　１０２　ノズル
　　１１１　第１ヘッド列
　　１１２　第２ヘッド列
　　４１０ｙ、４１０ｍ、４１０ｃ、４１０ｋ　記録ヘッド（ヘッドアレイ）
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